
香川用水施設周辺で無人航空機を使用される方へ(注意) 

独立行政法人水資源機構 
香 川 用 水 管 理 所 

 
 香川用水管理所が管理する水路等施設（取水工、東西分水工、香川用水調整池（宝山湖）
及び香川用水が管理する全ての水路施設をいう。以下同じ。）や関連施設周辺で無人航空機
（ドローン、ラジコン機等をいう。以下同じ）の使用を制限された場所がありますので、下
記の注意事項を必ずご理解いただきますようお願いします。 
 

記 
 

１．無人航空機の飛行禁止区域について 
  無人航空機が落下した場合に水路等施設を損傷する恐れがあり、また、落下地点に第三

者がいた場合には大きな危険を及ぼす恐れがあります。 
このため、別添図面に示す範囲では無人航空機の離発着や飛行をされないようお願い

します。 
 
２．無人航空機の事故等が発生した場合について 
 ・水路等施設において、無人航空機を離発着や飛行をさせたことにより、水路等施設に損

害を与えた場合は、これによって生じた損失に対する全ての補償を請求される場合が
あります。 

 ・香川用水管理所は、飛行禁止区域内外に関わらず、無人航空機を離発着や飛行させたこ 
とにより、第三者及びその物件等に損害が生じても、いかなる責任も負いません。 

 ・香川用水管理所は、飛行禁止区域内外に関わらず、水路等施設での無人航空機の回収等
は、一切行いません。 

 
３．その他 
 ・飛行禁止区域内外に関わらず、無人航空機の離発着や飛行が目撃された場合、水路等施

設の安全管理上の必要により、香川用水管理所の職員等が声をかけさせていただく場
合があります。 

 ・ご不明な点などがありましたら、次の連絡先に問い合わせください。 
 
             問い合わせ先 独立行政法人水資源機構 

香川用水管理所 渉外担当（0877）73-4221 
以   上 



飛行禁止区域図：香川用水取水工（徳島県三好市池田町）

※赤塗部分が飛行禁止区域です※



※赤塗部分が飛行禁止区域です※

飛行禁止区域図：香川用水東西分水工（香川県三豊市財田町）



※赤塗部分が飛行禁止区域です※

飛行禁止区域図：香川用水調整池（宝山湖：香川県三豊市山本町,財田町）


